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答 申 

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下

「法」という。）に基づく保護変更決定処分に係る審査請求について、審査

庁から諮問があったので、次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

本件審査請求は、棄却すべきである。 

 

第２ 審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、〇〇福祉事務所長（以下「処分庁」とい

う。）が請求人に対し、令和６年６月１２日付けの保護変更決定通知

書（以下「本件処分通知書」という。）で行った保護変更決定処分

（以下「本件処分」という。）について、その取消しを求めるもので

ある。 

 

第３ 請求人の主張の要旨 

処分庁は、事務的に年金差額を収入充当して保護支給額を引き下げ

たが、今回の年金支給増額は賃金や物価の変動に応じて、マクロ経済

スライドによる調整である。また、生活保護においては、平成２７年

に引き下げたままで、賃金や物価の変動による変更を行っていない。 

障害を抱える請求人に、厚生労働大臣の行った年金増額分を生活保

護で取り上げることは不当であり、生活保護において年金改定額以上

の調整が行われない限りは違法・違憲である。 

処分庁の行った年金増額分の収入充当が違法・違憲であるため、本

件処分は取り消されるべきである。 

 

第４ 審理員意見書の結論 

  本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項により、

棄却すべきである。 

 

第５ 調査審議の経過 

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。 
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年 月 日 審議経過 

令和７年 ５月２９日 諮問 

令和７年 ９月１２日 審議（第１０４回第４部会） 

令和７年１０月 ８日 審議（第１０５回第４部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由 

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。 

 １ 法令等の定め  

⑴ 保護の補足性・保護の基準 

法４条１項は、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、

能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用

することを要件として行われるとしている。 

また、法８条１項は、保護は、厚生労働大臣の定める基準により測

定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で

満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとしている。 

⑵ 保護の変更 

法２５条２項及び同項において準用する法２４条４項は、保護の実

施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要と

すると認めるときは、速やかに、職権をもってその決定を行い、決定

の理由を付した書面をもって、これを被保護者に通知しなければなら

ないとしている。 

⑶ 収入認定 

ア 「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４月

１日付厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知。以下「次官通知」

という。）第８・３・⑵・ア・(ｱ)は、「恩給、年金、失業保険金

その他の公の給付（地方公共団体又はその長が条例又は予算措置に

より定期的に支給する金銭を含む。）については、その実際の受給

額を認定すること」としている。 

イ 「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３８年４月

１日付社発第２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」とい

う。）第８・１・⑷・アは、厚生年金保険法、国民年金法等による

給付で、１年以内の期間ごとに支給される年金又は手当については、

実際の受給額を原則として受給月から次回の受給月の前月までの各
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月に分割して収入認定することとし、当該給付について１年を単位

として受給額が算定される場合は、その年額を１２で除した額（１

円未満の端数がある場合は切捨て）を、各月の収入認定額として差

し支えないとしている。 

  局長通知第１０・２・⑻は、最低生活費又は収入充当額の認定を

変更すべき事由が事後において明らかとなった場合は、法８０条を

適用すべき場合等を除き、当該事由に基づき扶助費支給額の変更決

定を行えば生ずることとなる返納額（確認月からその前々月までの

分に限る。）を、次回支給月以後の収入充当額として計上して差し

支えないこと（この場合、最低生活費又は収入充当額の認定変更に

基づく扶助費支給額の遡及変更決定処分を行うことなく、前記取扱

いの趣旨を明示した通知を発して、次回支給月以後の扶助費支給額

決定処分を行えば足りるものであること。）としている。 

  ⑷ 次官通知及び局長通知の位置付け 

次官通知及び局長通知は、いずれも地方自治法２４５条の９第１項

及び３項の規定に基づく法の処理基準である。 

２ 本件処分についての検討 

  ⑴ 令和６年６月１２日、処分庁は、請求人から提示があった年金額改

定通知書の内容から、同月以降、請求人に支給される厚生年金保険の

年金額（月額）（以下単に「年金」という。）が５１，０００円（６

１２，０００円／１２月）に改定されることを確認したため、法２５

条２項の規定に基づき、請求人の同年６月分の収入充当額を３６，０

００円（年金５１，０００円－貸付返済額１５，０００円）に変更し、

同月分の保護費の支給額を１０２，４２０円と算定したことが認めら

れる。 

    他方、同月分の保護費は、同月３日に、既に請求人に対して１０３，

７２９円（生活扶助費７６，４２０円＋住宅扶助費６２，０００円－

収入充当額３４，６９１円（同年３月までの年金４９，６９１円－貸

付返済額１５，０００円））が支給されていたことから、処分庁は、

請求人に１，３０９円（本件過払金）過払したこととなり、請求人は、

本件過払金を返納しなくてはならなくなったことが認められる。 

このため、処分庁は、同年６月１２日、局長通知第１０・２・⑻の

処理基準に基づき、請求人の同年７月分の収入充当額を同年６月分の

収入充当額３６，０００円に本件過払金１，３０９円を加えた３７，
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３０９円とし、同年７月分の保護費を１０１，１１１円（生活扶助費

７６，４２０円＋住宅扶助費６２，０００円－収入充当額３７，３０

９円）とする保護変更決定処分（本件処分）を行ったことが認められ

る。 

以上によれば、本件処分は、上記１の法令等の定めに則って行われ

たものと認められ、また、同月分の保護費の算定にも違算は認められ

ない。 

⑵ 行政手続法８条は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその

恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申

立てに便宜を与える趣旨によるものと解され、その趣旨に鑑みれば、

処分の理由は、処分の名宛人において、その記載自体から了知しう

るものであることが求められる。 

本件処分通知書には、同月分の保護を変更した理由について、「６

月過払い１，３０９円を収入充当する。（７月まで）」と記載するの

みで、本件過払金が、年金の収入認定額の変更に伴い生じた保護費の

過払金であることの記載がなく、請求人において、その記載自体から

本件処分の理由を十分に了知しうるものといえないため、理由付記と

しては不十分であるといえる。 

しかし、請求人は、処分庁が行った年金増額分の差額の収入充当が

違法である旨を主張して、本件審査請求を提起していることからすれ

ば、本件過払金の内容を、本件処分の原因となる事実関係から了知し

ていたと認められる。そうすると、前述のとおり本件処分理由には理

由付記として不十分な点はあるものの、請求人の不服申立ての便宜を

損なうものとまではいえないから、当該理由付記のみをもって、本件

処分の取消事由となるものではない。 

⑶ したがって、本件処分に取り消すべき違法又は不当な点は認めら

れない。 

なお、当審査会としては、処分庁に対し、今後の処分において被処

分者が理解しやすいように、できるだけ具体的に処分理由を記載すべ

きことを付言する。 

３ 請求人の主張についての検討 

請求人は、第３のとおり保護基準に対する不服を述べているものと

解されるが、そもそも行政機関である処分庁及び審査庁は、現行の法

令を所与のものとし、これに則って処分や審査請求に対する判断を行
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うものであるから、法規範としての性格を有する保護基準自体に対す

る不服を理由として、本件処分を取り消すことはできない。そして、

本件処分に取り消すべき違法又は不当な点が認められないことは上記

２のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。 

４ 請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討 

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法

令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に

行われているものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申を行った委員の氏名） 

原道子、井上裕明、横田明美 

 


